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病
院
あ
り
方
検
討
委
員
会
に
お

け
る
最
大
の
目
的
は
、
美
祢
市
民

の
安
全
で
安
心
な
医
療
圏
を
い
か

に
確
保
す
る
か
で
あ
り
、
そ
の
た

今
後
の
美
祢
市
に
お
け
る
取
り

組
み
に
つ
い
て
よ
り
実
効
性
を
上

げ
る
た
め
、
推
進
体
制
の
確
立
が

望
ま
れ
る
。

３
月
16
日
、
美
祢
市
立
病
院
と
美
祢
市
立
美
東
病
院
の
今
後
の
あ
り
方

に
つ
い
て
話
あ
っ
て
い
た
美
祢
市
病
院
事
業
あ
り
方
検
討
委
員
会
の
羽
生

正
宗
委
員
長
が
村
田
市
長
に
、
美
祢
市
病
院
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

答
申
書
を
手
渡
し
ま
し
た
。

医
療
関
係
者
や
学
識
経
験
者
で
構
成
す
る
あ
り
方
検
討
委
員
会
は
昨
年

10
月
か
ら
４
回
に
わ
た
り
、
協
議
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

市
で
は
答
申
内
容
を
踏
ま
え
た
病
院
事
業
の
経
営
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定

し
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

答
申
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

美
祢
市
民
が
望
む
、
民
間
の
医

療
機
関
で
は
な
し
え
な
い
不
採
算

部
門
を
含
め
た
安
全
で
安
心
な
医

療
の
実
施
は
、
美
祢
市
立
病
院
と

美
祢
市
立
美
東
病
院
の
存
続
に
よ

っ
て
可
能
。

二
病
院
が
果
た
す
べ
き
役
割
と

は
、
ま
さ
に
自
治
体
病
院
が
持
つ

本
来
の
役
割
で
あ
る
が
、
現
在
の

医
療
体
制
、
経
営
状
況
で
は
継
続

は
困
難
。

事
業
継
続
の
た
め
、
今
後
必
要

「
各
公
立
病
院
が
自
ら
の
役
割

に
基
づ
き
、
住
民
に
対
し
良
質
の

医
療
を
継
続
的
に
提
供
し
て
い
く

た
め
に
は
、
病
院
経
営
の
健
全
性

が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
必
要
不
可

欠
で
あ
る
」
〜
「
公
立
病
院
改
革

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
よ
り
抜
粋

美
祢
市
病
院
事
業
局
に
お
け
る

一
致
団
結
し
た
意
識
改
革
の
も
と
、

経
営
改
善
へ
の
取
り
組
み
が
必
要
。

■
現
　
状

同
じ
機
能
を
持
つ
二
つ
の
病
院
　
　

←

長
期
的
維
持
は
困
難

■
対
　
策
　

機
能
の
分
化
・
特
化

■
具
体
的
提
案
事
項

○
美
祢
市
立
病
院
…
急
性
期
医
療
、

高
度
・
特
殊
医
療
の
実
施

※
看
護
体
制
の
見
直
し
等
を
検
討

○
美
祢
市
立
美
東
病
院
…
地
域
包

括
医
療
・
ケ
ア
（
救
急
医
療
を

含
む
）
の
拠
点

※
保
健
・
医
療
・
福
祉
（
介
護
）

サ
ー
ビ
ス
の
一
体
的
提
供

※
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
提
供

○
２
つ
の
公
立
病
院
の
連
携
に
よ

る
美
祢
市
医
療
圏
の
構
築

←

地
域
完
結
型
医
療
体
制
の
実
現

○
美
祢
市
病
院
事
業
に
お
い
て
、

「
全
人
的
医
療
」（
予
防
・
急

性
期
・
在
宅
の
一
体
的
医
療
）

の
実
現
を
目
指
す

○
医
療
資
源
の
最
適
配
分
化

（
人
事
交
流
に
よ
る
柔
軟
な
人

員
配
置
）

現
在
、
地
方
公
営
企
業
法
の
一

部
適
用
で
あ
る
が
、
経
営
の
効
率

化
の
た
め
、
次
の
い
ず
れ
の
形
態

へ
移
行
す
る
こ
と
が
最
も
円
滑
と

な
る
か
に
つ
い
て
検
討

・
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用

・
指
定
管
理
者
制
度

・
地
方
独
立
行
政
法
人
化

■
美
祢
市
の
状
況

○
単
純
に
経
営
の
効
率
化
だ
け
で

は
な
く
、
自
治
体
病
院
と
し
て

の
機
能
の
持
続
性
に
主
眼
を
置

く
べ
き

○
今
後
の
経
営
改
善
の
進
捗
、
職

員
の
意
識
改
革
、
人
事
体
制
の

あ
り
方
な
ど
を
総
合
的
に
判
断

し
て
結
論
を
出
す
こ
と
が
望
ま

し
い

■
結
　
論

以
上
の
取
り
組
み
を
実
施
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
現
在
の
地
方
公

営
企
業
法
の
一
部
適
用
よ
り
も
、

一
歩
進
ん
だ
地
方
公
営
企
業
法
の

全
部
適
用
へ
の
移
行
が
適
当
と
考

え
る
。

■
理
　
由

事
業
管
理
者
を
設
置
し
、
責
任

の
所
在
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ

る
、
職
員
の
意
識
改
革
と
一
体
感

を
も
っ
た
経
営
改
善
へ
の
取
り
組

み
が
期
待
で
き
る
。

問
合
せ
先

病
院
事
業
局
経
営
管
理
課

（

０
８
３
７

０
５
０
３
）

な
取
り
組
み
。

経
営
改
善

機
能
分
化

経
営
形
態
の
見
直
し

め
の
美
祢
市
病
院
事
業
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

意
見
を
述
べ
、
検
討
を
行
っ
て
い

る
。


